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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読影医及び日時にタスク種別が対応付けられたスケジュールを含むスケジュール表と、
第１のタスク種別に連絡可否情報が対応付けられた第１連絡可否参照表と、第２のタスク
種別に連絡可否情報が対応付けられた第２連絡可否参照表とを記憶する記憶部と、
　所要読影医及び所要日時に対応するスケジュールに含まれるタスク種別が前記第１のタ
スク種別に該当すると判断する場合には前記第１連絡可否参照表から対応する連絡可否情
報を取得する一方、当該タスク種別が前記第２のタスク種別に該当すると判断する場合に
は前記第２連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得し、前記取得された連絡可否
情報を前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報として決定する決定手段
と、
　前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を表示するための表示装置を
有する端末に前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を送信する送信手
段と、
　を有する遠隔読影システム。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記スケジュール表に前記所要読影医及び前記所要日時に対応するス
ケジュールが存在しないと判断される場合、前記所要読影医及び前記所要日時に対応する
連絡可否情報を「連絡可」と決定する請求項１に記載の遠隔読影システム。
【請求項３】
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　前記決定手段は、前記スケジュール表に前記所要読影医及び前記所要日時に対応するス
ケジュールが存在すると判断し、かつ、当該スケジュールに含まれるタスク種別が前記第
１又は第２のタスク種別に該当すると判断する場合、前記第１又は第２連絡可否参照表か
ら対応する連絡可否情報を取得する請求項１又は２に記載の遠隔読影システム。
【請求項４】
　前記スケジュールは、前記読影医及び前記日時にタスク種別及び検査種別が対応付けら
れたものであり、
　前記第２連絡可否参照表は、前記第２のタスク種別の検査種別毎に連絡可否情報が対応
付けられたものであり、
　前記決定手段は、前記スケジュール表に前記所要読影医及び前記所要日時に対応するス
ケジュールが存在すると判断し、かつ、当該スケジュールに含まれるタスク種別が前記第
２のタスク種別に該当すると判断する場合、前記第２連絡可否参照表から、当該スケジュ
ールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を取得する請求項３に記載の遠隔読影シ
ステム。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記所要読影医及び前記所要日時に対応するスケジュールに含まれる
タスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断し、かつ、当該スケジュールに含ま
れる検査種別が特定の検査種別に該当すると判断する場合、前記所要読影医が使用する端
末の通信環境に基づいて、前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を決
定する請求項４に記載の遠隔読影システム。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記所要読影医及び前記所要日時に対応するスケジュールに含まれる
タスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断し、かつ、当該スケジュールに含ま
れる検査種別が特定の検査種別に該当すると判断する場合、前記所要読影医が使用する端
末の表示装置のスペックに基づいて、前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可
否情報を決定する請求項４に記載の遠隔読影システム。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記所要読影医及び前記所要日時に対応するスケジュールに含まれる
タスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断し、かつ、当該スケジュールに含ま
れる検査種別が特定の検査種別に該当すると判断する場合、前記所要読影医が使用する端
末の位置情報に基づいて、前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を決
定する請求項４に記載の遠隔読影システム。
【請求項８】
　前記決定手段は、前記所要読影医及び前記所要日時に対応するスケジュールに含まれる
タスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断し、かつ、当該スケジュールに含ま
れる検査種別が特定の検査種別に該当すると判断する場合、前記所要読影医が使用する端
末の位置に対応する照度情報に基づいて、前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連
絡可否情報を決定する請求項７に記載の遠隔読影システム。
【請求項９】
　前記決定手段は、前記所要読影医に対応する連絡可否情報が「連絡可」となる日時とし
て最近の時間帯を検索し、
　前記送信手段は、前記端末に前記最近の時間帯を送信する請求項１に記載の遠隔読影シ
ステム。
【請求項１０】
　前記スケジュール表は、医療チームの構成員及び日時に前記タスク種別が対応付けられ
たスケジュールをさらに含み、
　前記決定手段は、患者識別情報に対応する所要医療チームの構成員及び所要日時に対応
するスケジュールに含まれるタスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断する場
合には前記第１連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得する一方、当該タスク種
別が前記第２のタスク種別に該当すると判断する場合には前記第２連絡可否参照表から対
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応する連絡可否情報を取得し、前記取得された連絡可否情報を前記所要医療チームの構成
員及び前記所要日時に対応する連絡可否情報として決定し、
　前記送信手段は、前記端末に前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報
と、前記所要医療チームの構成員及び前記所要日時に対応する連絡可否情報とをそれぞれ
送信する請求項１乃至９のうちいずれか一項に記載の遠隔読影システム。
【請求項１１】
　医療チームの構成員及び日時にタスク種別が対応付けられたスケジュールを含むスケジ
ュール表と、第１のタスク種別に連絡可否情報が対応付けられた第１連絡可否参照表と、
第２のタスク種別に連絡可否情報が対応付けられた第２連絡可否参照表とを記憶する記憶
部と、
　患者識別情報に対応する所要医療チームの構成員及び所要日時に対応するスケジュール
に含まれるタスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断する場合には前記第１連
絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得する一方、当該タスク種別が前記第２のタ
スク種別に該当すると判断する場合には前記第２連絡可否参照表から対応する連絡可否情
報を取得し、前記取得された連絡可否情報を前記所要医療チームの構成員及び前記所要日
時に対応する連絡可否情報として決定する決定手段と、
　前記所要医療チームの構成員及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を表示するため
の表示装置を有する端末に前記所要医療チームの構成員及び前記所要日時に対応する連絡
可否情報を送信する送信手段と、
　を有する遠隔読影システム。
【請求項１２】
　読影医及び日時にタスク種別が対応付けられたスケジュールを含むスケジュール表と、
第１のタスク種別に連絡可否情報が対応付けられた第１連絡可否参照表と、第２のタスク
種別に連絡可否情報が対応付けられた第２連絡可否参照表とを記憶する記憶部から、所要
読影医及び所要日時に対応するスケジュールに含まれるタスク種別が前記第１のタスク種
別に該当すると判断する場合には前記第１連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取
得する一方、当該タスク種別が前記第２のタスク種別に該当すると判断する場合には前記
第２連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得し、前記取得された連絡可否情報を
前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報として決定し、
　前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を表示するための表示装置を
有する端末に前記所要読影医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を送信する
　遠隔読影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、遠隔読影を行なう遠隔読影システム及び遠隔読影方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遠隔画像診断は、診断装置（Ｘ線ＣＴ（ｃｏｍｐｕｔｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装
置や、ＭＲＩ（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ）装置）によっ
て生成された画像等を遠隔地の医師に送信し、遠隔地において画像を観察して診断レポー
トを作成したり治療に対する助言を行なったりするものである。わが国では新しい診断装
置が広く普及し、画像診断の件数が増加しているだけでなく、それぞれの検査内容も高度
化しているため、放射線科専門医による読影の需要が高まっている。一方で、放射線科医
は頭打ち傾向にあり、画像診断の需給ギャップが顕著になっている。
【０００３】
　こうした背景の中で、高速ネットワークが普及し、高性能のコンピュータや大型ディス
プレイが低価格で導入できるようになったため、全国各地で様々な形態の遠隔画像診断が
行なわれるようになっている。
【０００４】
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　実世界の情報をモニタリングすることが可能なセンサネットワークシステムを用いて、
人や書類等の在／不在といった実世界のプレゼンスを自動で入力可能とするシステムがあ
る（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２６２１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　遠隔地の読影医に読影を依頼した際に、読影レポート内容等について読影レポートの作
成者である読影医に問い合わせるために連絡をとりたい場合がある。その場合、連絡者は
、読影医のプレゼンスが読影、勤務時間外、会議、及び外出／移動のとき、連絡をとって
よいものか判断できない場合がある。特に、緊急に連絡をとりたい場合は問題となる。
【０００７】
　また、特許文献１によると、外界のセンサから情報を取得し、人や書籍等のプレゼンス
を生成・提供するので、周囲の状態までは判断できない。特許文献１を医療分野にそのま
ま適用しても、読影医に連絡をとってよいものか、までは判断できない。また、読影医の
周囲に人がいないか（画像のプライバシーを守るため）や、画像表示装置が利用できる状
態かどうかは判断できない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本実施形態の遠隔読影システムは、上述した課題を解決するために、読影医及び日時に
タスク種別が対応付けられたスケジュールを含むスケジュール表と、第１のタスク種別に
連絡可否情報が対応付けられた第１連絡可否参照表と、第２のタスク種別に連絡可否情報
が対応付けられた第２連絡可否参照表とを記憶する記憶部と、所要読影医及び所要日時に
対応するスケジュールに含まれるタスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断す
る場合には前記第１連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得する一方、当該タス
ク種別が前記第２のタスク種別に該当すると判断する場合には前記第２連絡可否参照表か
ら対応する連絡可否情報を取得し、前記取得された連絡可否情報を前記所要読影医及び前
記所要日時に対応する連絡可否情報として決定する決定手段と、前記所要読影医及び前記
所要日時に対応する連絡可否情報を表示するための表示装置を有する端末に前記所要読影
医及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を送信する送信手段と、を有する。
【０００９】
　本実施形態の遠隔読影システムは、上述した課題を解決するために、医療チームの構成
員及び日時にタスク種別が対応付けられたスケジュールを含むスケジュール表と、第１の
タスク種別に連絡可否情報が対応付けられた第１連絡可否参照表と、第２のタスク種別に
連絡可否情報が対応付けられた第２連絡可否参照表とを記憶する記憶部と、患者識別情報
に対応する所要医療チームの構成員及び所要日時に対応するスケジュールに含まれるタス
ク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断する場合には前記第１連絡可否参照表か
ら対応する連絡可否情報を取得する一方、当該タスク種別が前記第２のタスク種別に該当
すると判断する場合には前記第２連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得し、前
記取得された連絡可否情報を前記所要医療チームの構成員及び前記所要日時に対応する連
絡可否情報として決定する決定手段と、前記所要医療チームの構成員及び前記所要日時に
対応する連絡可否情報を表示するための表示装置を有する端末に前記所要医療チームの構
成員及び前記所要日時に対応する連絡可否情報を送信する送信手段と、を有する。
【００１０】
　本実施形態の遠隔読影方法は、上述した課題を解決するために、読影医及び日時にタス
ク種別が対応付けられたスケジュールを含むスケジュール表と、第１のタスク種別に連絡
可否情報が対応付けられた第１連絡可否参照表と、第２のタスク種別に連絡可否情報が対
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応付けられた第２連絡可否参照表とを記憶する記憶部から、所要読影医及び所要日時に対
応するスケジュールに含まれるタスク種別が前記第１のタスク種別に該当すると判断する
場合には前記第１連絡可否参照表から対応する連絡可否情報を取得する一方、当該タスク
種別が前記第２のタスク種別に該当すると判断する場合には前記第２連絡可否参照表から
対応する連絡可否情報を取得し、前記取得された連絡可否情報を前記所要読影医及び前記
所要日時に対応する連絡可否情報として決定し、前記所要読影医及び前記所要日時に対応
する連絡可否情報を表示するための表示装置を有する端末に前記所要読影医及び前記所要
日時に対応する連絡可否情報を送信する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図。
【図２】第１実施形態の遠隔読影システム１における読影医のスケジュール表の一例を示
す図。
【図３】（ａ）は、タスク種別毎に連絡可否情報が対応付けられる第１連絡可否参照表、
（ｂ）は、検査種別毎に連絡可否情報が対応付けられる第２連絡可否参照表。
【図４】第１実施形態の遠隔読影システムの機能を示すブロック図。
【図５】第１実施形態の遠隔読影システムにおける読影医の連絡可否情報の表示方法の第
１例を示す図。
【図６】第１実施形態の遠隔読影システムにおける読影医の連絡可否情報の表示方法の第
２例を示す図。
【図７】第１実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図８】第１実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図９】第１実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図１０】第２実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図。
【図１１】第２実施形態の遠隔読影システムにおける通信環境閾値表の一例を示す図。
【図１２】第２実施形態の遠隔読影システムの機能を示すブロック図。
【図１３】第２実施形態の遠隔読影システムにおける通信環境表の一例を示す図。
【図１４】第２実施形態の遠隔読影システムにおける読影医の連絡可否情報の表示方法の
一例を示す図。
【図１５】第２実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図１６】第２実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図１７】第２実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図１８】第２実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図１９】第３実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図。
【図２０】第３実施形態の遠隔読影システムにおけるスペック閾値表の一例を示す図。
【図２１】第３実施形態の遠隔読影システムの機能を示すブロック図。
【図２２】第３実施形態の遠隔読影システムにおける表示装置識別情報参照表の一例を示
す図。
【図２３】第３実施形態の遠隔読影システムにおけるスペック参照表の一例を示す図。
【図２４】第３実施形態の遠隔読影システムにおける読影医の連絡可否情報の表示方法の
一例を示す図。
【図２５】第３実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図２６】第３実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図２７】第３実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図２８】第３実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図２９】第４実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図。
【図３０】（ａ）は、第４実施形態の遠隔読影システムにおけるプライバシー保持性参照
表の一例を示す図、（ｂ）は、第４実施形態の遠隔読影システムにおける照度閾値の一例
を示す図。
【図３１】第４実施形態の遠隔読影システムの機能を示すブロック図。
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【図３２】第４実施形態の遠隔読影システムにおける周辺環境表の一例を示す図。
【図３３】第４実施形態の遠隔読影システムにおける読影医の連絡可否情報の表示方法の
一例を示す図。
【図３４】第４実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図３５】第４実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図３６】第４実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図３７】第４実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図３８】第５実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図。
【図３９】第５実施形態の遠隔読影システムにおける構成員のスケジュール表の一例を示
す図。
【図４０】（ａ）は、第５実施形態の遠隔読影システムにおける構成員参照表の一例を示
す図、（ｂ）は、第５実施形態の遠隔読影システムにおける患者ＩＤ参照表の一例を示す
図。
【図４１】第５実施形態の遠隔読影システムの機能を示すブロック図。
【図４２】第５実施形態の遠隔読影システムにおける読影医及びチームの連絡可否情報の
表示方法の一例を示す図。
【図４３】第５実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図４４】第５実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【図４５】第５実施形態の遠隔読影システムの動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本実施形態の遠隔読影システム及び遠隔読影方法について、添付図面を参照して説明す
る。
【００１３】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図である。
【００１４】
　図１は、第１実施形態の遠隔読影システム１を示す。遠隔読影システム１は、サーバ端
末２及びクライアント端末３を備える。サーバ端末２及びクライアント端末３は、インタ
ーネット及びＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワークＮを介
して相互通信可能なように接続される。なお、クライアント端末３は、シンクライアント
（ｔｈｉｎ　ｃｌｉｅｎｔ）端末や、モバイル端末であってもよい。
【００１５】
　サーバ端末２は、制御装置２１、第１記憶装置２２、入力装置２３、表示装置２４、及
び通信装置２５等の基本的なハードウェアから構成される。また、サーバ端末２は、第２
記憶装置２６を備える。制御装置２１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、サーバ
端末２を構成する各ハードウェア構成要素に相互接続されている。なお、サーバ端末２は
、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【００１６】
　制御装置２１は、図示しないＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉ
ｔ）及び内部記憶装置を含んでいる。ＣＰＵは、半導体で構成された電子回路が複数の端
子を持つパッケージに封入されている集積回路（ＬＳＩ）の構成をもつ制御装置である。
内部記憶装置は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（ｒａｎｄｏ
ｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）等の要素を含む記憶装置である。医師等の操作者によ
って入力装置２３が操作等されることにより指令が入力されると、制御装置２１は、内部
記憶装置に記憶しているプログラムを実行する。又は、制御装置２１は、第１記憶装置２
２に記憶しているプログラム、ネットワークＮから転送されて第１記憶装置２２にインス
トールされたプログラム、又は記録媒体ドライブ（図示しない）に装着された記録媒体か
ら読み出されて第１記憶装置２２にインストールされたプログラムを内部記憶装置にロー
ドして実行する。
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【００１７】
　第１記憶装置２２は、例えばＨＤＤ（ｈａｒｄ　ｄｉｓｃ　ｄｒｉｖｅ）である。ＨＤ
Ｄは、磁性体を塗布又は蒸着した金属のディスクが着脱不能で内蔵されている構成をもつ
記憶装置である。第１記憶装置２２は、サーバ端末２にインストールされたプログラム（
アプリケーションプログラムの他、ＯＳ（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）等も含ま
れる）や、データを記憶する記憶装置である。また、ＯＳに、術者等の操作者に対する表
示装置２４への情報の表示にグラフィックを多用し、基礎的な操作を入力装置２３によっ
て行なうことができるＧＵＩ（ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を
提供させることもできる。
【００１８】
　入力装置２３は、操作者によって操作が可能なポインティングデバイスであり、操作に
従った入力信号が制御装置２１に送られる。
【００１９】
　表示装置２４は、図示しない画像合成回路、ＶＲＡＭ（ｖｉｄｅｏ　ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、及びディスプレイ等を含んでいる。画像合成回路は、画像
データに種々のパラメータの文字データ等を合成した合成データを生成する。ＶＲＡＭは
、合成データを、ディスプレイに表示する表示データとして展開する。ディスプレイは、
液晶ディスプレイやＣＲＴ（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）等によって構成され、
表示データを画像として順次表示する。
【００２０】
　通信装置２５は、ネットワークＮを介してクライアント端末３との通信を行なう通信イ
ンターフェースである。
【００２１】
　第２記憶装置２６は、例えばＨＤＤである。第２記憶装置２６は、読影医のスケジュー
ル表（タスクスケジュール）と、第１連絡可否参照表と、第２連絡可否参照表とを記憶す
る。なお、読影医のスケジュール表、第１連絡可否参照表、及び第２連絡可否参照表を同
一の記憶装置に記憶させているが、別々の記憶装置にそれぞれ記憶させてもよい。
【００２２】
　なお、以下、便宜上、１つのクライアント端末３を用いて、スケジュールの登録、連絡
可否情報の表示要求等を行なうものとして説明するが、それぞれ異なるクライアント端末
によって行なわれるものであってもよい。
【００２３】
　図２は、第１実施形態の遠隔読影システム１における読影医のスケジュール表（タスク
スケジュール表）の一例を示す図である。
【００２４】
　図２は、複数の読影医（例えば、読影医Ｄａ，Ｄｄ）に関するスケジュール表を示す。
スケジュール表は、読影医毎、かつ、日時毎に、読影医が存在予定の場所、タスク種別（
プレゼンス種別）、及び検査種別が割り当てられたスケジュールからなる。
【００２５】
　図３（ａ）は、第１実施形態の遠隔読影システム１における第１連絡可否参照表の一例
を示す図である。図３（ｂ）は、第１実施形態の遠隔読影システム１における第２連絡可
否参照表示の一例を示す図である。
【００２６】
　図３（ａ）は、タスク種別毎に連絡可否情報が対応付けられる第１連絡可否参照表（マ
スタ）である。
【００２７】
　図３（ｂ）は、検査種別毎に連絡可否情報が対応付けられる第２連絡可否参照表（マス
タ）である。ここで、連絡可否情報は、検査種別毎に、読影医（被連絡者）が作業を中断
できるかどうかを判断基準とする。例えば、画像枚数の多い検査種別では全画像を考慮し
た読影をする必要があるため読影者が作業を中断できないものとして連絡可否情報を「限
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定的連絡可」、例えば、「緊急時のみ連絡可」とする。一方で、画像枚数の少ない検査種
別については読影者が作業を中断可能であるとして連絡可否情報を「連絡可」とする。
【００２８】
　図１の説明に戻って、クライアント端末３は、制御装置３１、記憶装置３２、入力装置
３３、表示装置３４、及び通信装置３５等の基本的なハードウェアから構成される。制御
装置３１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、クライアント端末３を構成する各ハ
ードウェア構成要素に相互接続されている。なお、クライアント端末３は、記録媒体ドラ
イブを具備してもよい。
【００２９】
　制御装置３１、記憶装置３２、入力装置３３、表示装置３４、及び通信装置３５は、サ
ーバ端末２の制御装置２１、第１記憶装置２２、入力装置２３、表示装置２４、及び通信
装置２５と同一の構成・機能であるので説明を省略する。
【００３０】
　図４は、第１実施形態の遠隔読影システム１の機能を示すブロック図である。
【００３１】
　図４に示すように、遠隔読影システム１のサーバ端末２は、制御装置２１によってプロ
グラムが実行されることによって、事前登録手段４１、認証手段４２、スケジュール登録
手段４３、スケジュール判断手段４４、連絡可否情報決定手段４５、及び連絡可否情報送
信手段４６として機能する。遠隔読影システム１のクライアント端末３は、制御装置３１
によってプログラムが実行されることによって、認証要求手段５１、スケジュール登録要
求手段５２、連絡可否情報表示要求手段５３、及び連絡可否情報表示手段５４として機能
する。なお、手段４１乃至４６と手段５１乃至５４とは、遠隔読影システム１でソフトウ
ェア的に機能する場合を例に挙げて説明するが、それら手段４１乃至４６と手段５１乃至
５４との一部又は全部は、遠隔読影システム１にハードウェア的にそれぞれ設けられるも
のであってもよい。
【００３２】
　サーバ端末２の事前登録手段４１は、図３（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す第１連絡可否
参照表及び第２連絡可否参照表を第２記憶装置２６に登録する機能を有する。
【００３３】
　クライアント端末３の認証要求手段５１は、通信装置３５及びネットワークＮを介して
サーバ端末２に、クライアント端末３を操作する読影医の認証要求を行なう機能を有する
。
【００３４】
　サーバ端末２の認証手段４２は、クライアント端末３からネットワークＮ及び通信装置
２５を介して認証要求を受け付け、クライアント端末３を操作する読影医の認証を行なう
機能を有する。認証手段４２は、認証要求手段から読影医の識別情報（読影医ＩＤ（ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ））及びパスワードで認証要求が行なわれると、事前にサーバ
端末２に登録された読影医ＩＤ及びパスワードの組み合わせと照合する。
【００３５】
　クライアント端末３のスケジュール登録要求手段５２は、認証要求手段５１によって接
続が許可された読影医が入力装置３３を介してスケジュールを入力すると、通信装置３５
を介してサーバ端末２に、接続が許可された読影医のスケジュールの登録を要求する機能
を有する。
【００３６】
　サーバ端末２の認証手段４２によって接続が許可された読影医によるスケジュールの登
録要求は、ネットワークＮを介してサーバ端末２に接続された他のクライアント端末で行
なわれてもよい。
【００３７】
　サーバ端末２のスケジュール登録手段４３は、スケジュール登録要求手段５２によって
登録要求された読影医のスケジュールを第２記憶装置２６に登録する機能を有する。読影
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医のスケジュールは、病院等の医療機関で利用されているスケジュール管理システム（Ｏ
ｕｔｌｏｏｋ、Ｎｏｔｅｓ等）から自動で生成することができる。また、病院でスケジュ
ール管理システムが病院で用いられていない場合は、サーバ端末２又はクライアント端末
３から読影医のスケジュールを登録する。スケジュール登録手段４３によるスケジュール
の登録によって、第２記憶装置２６は、複数の読影医に関するスケジュール表（図２に図
示）を記憶する。
【００３８】
　クライアント端末３の認証要求手段５１は、通信装置３５及びネットワークＮを介して
サーバ端末２に、クライアント端末３を操作する連絡者の認証要求を行なう機能を有する
。
【００３９】
　サーバ端末２の認証手段４２は、クライアント端末３からネットワークＮ及び通信装置
２５を介して認証要求を受け付け、クライアント端末３を操作する連絡者の認証を行なう
機能を有する。認証手段４２は、認証要求手段から連絡者ＩＤ及びパスワードで認証要求
が行なわれると、事前にサーバ端末２に登録された連絡者ＩＤ及びパスワードの組み合わ
せと照合する。
【００４０】
　クライアント端末３の連絡可否情報表示要求手段５３は、認証要求手段５１によって接
続が許可された連絡者が入力装置３３を介して所望の検査識別情報（検査ＩＤ）を入力す
ると、通信装置３５を介してサーバ端末２に、検査ＩＤを送信して連絡可否情報の表示を
要求する機能を有する。
【００４１】
　サーバ端末２のスケジュール判断手段４４は、連絡可否情報表示要求手段５３によって
表示要求された検査ＩＤについて、検査の検査レポートを生成した所要の読影医（以下、
読影医Ｄａとする）の読影医ＩＤを取得する機能を有する。さらに、スケジュール判断手
段４４は、読影医Ｄａの読影医ＩＤに基づいて第２記憶装置２６に記憶された読影医のス
ケジュール表（図２に図示）を参照して、所要日時（例えば、現在の日時や、未来のある
日時）に対応する、読影医Ｄａのスケジュールの存否を判断する機能を有する。以下、所
要日時を、現在の日時として説明する。
【００４２】
　例えば、第２記憶装置２６に、図２に示すスケジュール表が記憶されていたとする。そ
の場合、スケジュール判断手段４４は、読影医Ｄａの読影医ＩＤに基づいて、現在の日時
が『１４：３０』であれば２段目のスケジュールが存在すると判断する。また、スケジュ
ール判断手段４４は、読影医Ｄａの読影医ＩＤに基づいて、現在の日時が『１７：３０』
であれば、該当するスケジュールが存在しないと判断する。
【００４３】
　サーバ端末２の連絡可否情報決定手段４５は、スケジュール判断手段４４によって現在
の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在する（登録済）と判断された場合、
第２記憶装置２６に記憶された第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表（図３（ａ）
，（ｂ）に図示）を参照して、読影医Ｄａのスケジュールに含まれるタスク種別及び検査
種別に対応する現在の日時の連絡可否情報を取得して、その連絡可否情報を読影医Ｄａの
連絡可否情報として決定する機能を有する。
【００４４】
　一方、連絡可否情報決定手段４５は、スケジュール判断手段４４によって現在の日時に
対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在しない（未登録）と判断された場合、読影医
Ｄａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する。
【００４５】
　例えば、第２記憶装置２６に、図３（ａ）に示す第１連絡可否参照表と、図３（ｂ）に
示す第２連絡可否参照表とが記憶されているものとする。その場合、連絡可否情報決定手
段４５は、スケジュール判断手段４４によって現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケ
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ジュールが存在する（登録済）と判断されたとき、当該スケジュールに含まれるタスク種
別が『読影』であるか、それ以外（『勤務時間外』、『会議』、及び『外出／移動』等）
であるかによって連絡可否情報を判断する。連絡可否情報決定手段４５は、タスク種別が
『読影』であると判断する場合、第２記憶装置２６に記憶された第２連絡可否参照表を参
照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５は、現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を、読影医Ｄａの連絡可否情報
として決定する。
【００４６】
　一方、連絡可否情報決定手段４５は、タスク種別が『読影』以外の場合、第２記憶装置
２６に記憶された第１連絡可否参照表を参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５
は、現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールに含まれるタスク種別に対応する
連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡可否情報として決定する。
【００４７】
　サーバ端末２の連絡可否情報送信手段４６は、連絡可否情報決定手段４５によって決定
された、読影医Ｄａの連絡可否情報を、通信装置２５及びネットワークＮを介してクライ
アント端末３に送信する機能を有する。
【００４８】
　なお、連絡可否情報決定手段４５は、タスク種別が『読影』の場合でも、それ以外の場
合でも、読影医Ｄａの連絡可否情報が「連絡可」以外のときは読影医Ｄａの連絡可否情報
が「連絡可」となる次の時間帯を検索してもよい。その場合、連絡可否情報決定手段４５
は、読影医Ｄａの連絡可否情報と共に、サジェストとして、読影医Ｄａに「連絡可」の時
間帯△△年××月◇◇日○○：○○－○○：○○をクライアント端末３に送信する。
【００４９】
　クライアント端末３の連絡可否情報表示手段５４は、サーバ端末２からネットワークＮ
及び通信装置２５を介して送信される読影医Ｄａの連絡可否情報を表示装置３４に表示さ
せる機能を有する。
【００５０】
　図５は、第１実施形態の遠隔読影システム１における読影医の連絡可否情報の表示方法
の第１例を示す図である。図６は、第１実施形態の遠隔読影システム１における読影医の
連絡可否情報の表示方法の第２例を示す図である。
【００５１】
　図５に示すように、サーバ端末２から送信された複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃのそれ
ぞれの連絡可否情報は、クライアント端末３の表示装置３４に検査一覧として表示される
。複数の検査ＩＤについてサーバ端末２に連絡可否情報の表示要求を行なうと、複数の検
査の検査ＩＤに対応する複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの連絡可否情報がそれぞれ表示さ
れる。また、サジェストとして、読影医Ｄｂ，Ｄｃに「連絡可」の時間帯が表示される。
【００５２】
　図６に示すように、サーバ端末２から送信された読影医の連絡可否情報は、クライアン
ト端末３の表示装置３４に検査レポート内に表示される。検査レポートを作成した読影医
Ｄａの連絡可否情報としての「連絡不可」が表示される。また、サジェストとして、読影
医Ｄａに「連絡可」の時間帯が表示される。
【００５３】
　続いて、第１実施形態の遠隔読影システム１の動作について説明する。
【００５４】
　図７乃至図９は、第１実施形態の遠隔読影システム１の動作を示すフローチャートであ
る。
【００５５】
　図７に示すように、遠隔読影システム１は、図３（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す第１連
絡可否参照表及び第２連絡可否参照表を第２記憶装置２６に登録する（ステップＳＴ１１
）。
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【００５６】
　次いで、図８に示すように、遠隔読影システム１は、クライアント端末３を操作する読
影医の認証を行なう（ステップＳＴ２１）。遠隔読影システム１は、ステップＳＴ２１に
よって接続が許可された読影医が入力装置３３を介してスケジュールを入力すると、通信
装置３５を介してサーバ端末２に、接続が許可された読影医のスケジュールの登録を要求
する（ステップＳＴ２２）。遠隔読影システム１は、ステップＳＴ２２によって登録要求
されたスケジュールを第２記憶装置２６に登録する（ステップＳＴ２３）。ステップＳＴ
２３によるスケジュールの登録によって、第２記憶装置２６は、複数の読影医に関するス
ケジュール表（図２に図示）を記憶する。
【００５７】
　次いで、図９に示すように、遠隔読影システム１は、クライアント端末３を操作する連
絡者の認証を行なう（ステップＳＴ３１）。遠隔読影システム１は、ステップＳＴ３１に
よって接続が許可された連絡者が入力装置３３を介して所望の検査ＩＤを入力すると、通
信装置３５を介してサーバ端末２に検査ＩＤを送信して連絡可否情報の表示を要求する（
ステップＳＴ３２）。
【００５８】
　遠隔読影システム１は、ステップＳＴ３２によって表示要求された検査ＩＤについて、
検査の検査レポートを生成した読影医Ｄａの読影医ＩＤを取得し、その読影医ＩＤに基づ
いて第２記憶装置２６に記憶された読影医のスケジュール表（図２に図示）を参照して、
現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールの存否を判断する（ステップＳＴ３３
）。ステップＳＴ３３の判断によってＹＥＳ、すなわち、現在の日時に対応する、読影医
Ｄａのスケジュールが存在すると判断された場合、遠隔読影システム１は、当該スケジュ
ールに含まれるタスク種別が『読影』であるか否かを判断する（ステップＳＴ３４）。ス
テップＳＴ３４の判断によってＹＥＳ、すなわち、現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールに含まれるタスク種別が『読影』であると判断される場合、遠隔読影システ
ム１は、第２記憶装置２６に記憶された第２連絡可否参照表（図３（ｂ）に図示）を参照
して、当該スケジュールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡
可否情報として決定する（ステップＳＴ３５）。
【００５９】
　例えば、遠隔読影システム１は、ステップＳＴ３５において、現在の日時に対応する、
読影医Ｄａのスケジュールに含まれる検査種別の画像枚数が比較的多いか否かを判断する
（ステップＳＴ３５ａ）。ステップＳＴ３５ａの判断にてＹＥＳ、すなわち、当該スケジ
ュールに含まれる検査種別の画像枚数が比較的多いと判断される場合、読影医Ｄａの連絡
可否情報を「限定的連絡可」、例えば、「緊急時のみ連絡可」と決定する（ステップＳＴ
３５ｂ）。一方、ステップＳＴ３５ａの判断にてＮＯ、すなわち、当該スケジュールに含
まれる検査種別の画像枚数が比較的少ないと判断される場合、読影医Ｄａの連絡可否情報
を「連絡可」と決定する（ステップＳＴ３５ｃ）。
【００６０】
　一方、ステップＳＴ３４の判断によってＮＯ、すなわち、現在の日時に対応する、読影
医Ｄａのスケジュールに含まれるタスク種別が『読影』でないと判断される場合、遠隔読
影システム１は、第２記憶装置２６に記憶された第１連絡可否参照表（図３（ａ）に図示
）を参照して、当該スケジュールに含まれるタスク種別に対応する連絡可否情報を読影医
Ｄａの連絡可否情報として決定する（ステップＳＴ３６）。
【００６１】
　例えば、ステップＳＴ３６において、現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュー
ルに含まれるタスク種別が『勤務時間外』であると判断される場合（ステップＳＴ３６ａ
）、遠隔読影システム１は、読影医Ｄａの連絡可否情報を「連絡不可」と決定する（ステ
ップＳＴ３６ｂ）。現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールに含まれるタスク
種別が『会議』であると判断される場合（ステップＳＴ３６ｃ）、遠隔読影システム１は
、読影医Ｄａの連絡可否情報を「緊急時のみ連絡可」と決定する（ステップＳＴ３６ｄ）
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。現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールに含まれるタスク種別が『外出／移
動』であると判断される場合（ステップＳＴ３６ｅ）、遠隔読影システム１は、読影医Ｄ
ａの連絡可否情報を「限定的連絡可」、例えば、「電話のみ連絡可」と決定する（ステッ
プＳＴ３６ｆ）。
【００６２】
　また、ステップＳＴ３３の判断によってＮＯ、すなわち、現在の日時に対応する、読影
医Ｄａのスケジュールが存在しないと判断された場合、遠隔読影システム１は、読影医Ｄ
ａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する（ステップＳＴ３７）。
【００６３】
　次いで、遠隔読影システム１は、ステップＳＴ３５，ＳＴ３６，ＳＴ３７によって決定
された読影医Ｄａの連絡可否情報を、通信装置２５及びネットワークＮを介してクライア
ント端末３に送信する（ステップＳＴ３８）。遠隔読影システム１は、ステップＳＴ３８
によって送信される読影医Ｄａの連絡可否情報を受信して表示装置３４に表示させる（ス
テップＳＴ３９）。
【００６４】
　第１実施形態の遠隔読影システム１は、タスク種別（プレゼンス種別）毎に連絡可否情
報を対応させた第１連絡可否参照表を事前に登録する。よって、遠隔読影システム１によ
ると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別によって分類
された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連絡可否情報を表示するこ
とができる。
【００６５】
　また、第１実施形態の遠隔読影システム１は、第１連絡可否参照表と、検査種別毎に連
絡可否情報を対応させた第２連絡可否参照表とを事前に登録する。よって、遠隔読影シス
テム１によると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別又
は検査種別によって分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連
絡可否情報を表示することができる。
【００６６】
　（第２実施形態）
　第２実施形態の遠隔読影システムは、第１実施形態の遠隔読影システムの構成に加え、
連絡可否情報の判断基準として、サーバ端末と、読影医が使用するクライアント端末との
間の通信環境（以下、「読影医の通信環境」という。）を加えるものである。
【００６７】
　図１０は、第２実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図である。
【００６８】
　図１０は、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａを示す。遠隔読影システム１Ａは、サ
ーバ端末２Ａ及びクライアント端末３Ａを備える。サーバ端末２Ａ及びクライアント端末
３Ａは、インターネット及びＬＡＮ等のネットワークＮを介して相互通信可能なように接
続される。なお、クライアント端末３Ａは、シンクライアント端末、モバイル端末であっ
てもよい。
【００６９】
　サーバ端末２Ａは、制御装置２１、第１記憶装置２２、入力装置２３、表示装置２４、
及び通信装置２５等の基本的なハードウェアから構成される。また、サーバ端末２Ａは、
第２記憶装置２６Ａを備える。制御装置２１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、
サーバ端末２Ａを構成する各ハードウェア構成要素に相互接続されている。なお、サーバ
端末２Ａは、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【００７０】
　第２記憶装置２６Ａは、例えばＨＤＤである。第２記憶装置２６Ａは、図２に示す読影
医のスケジュール表と、図３（ａ），（ｂ）に示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否
参照表とに加え、通信環境閾値表を記憶する。
【００７１】
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　図１１は、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａにおける通信環境閾値表の一例を示す
図である。
【００７２】
　図１１は、検査種別毎の通信環境閾値表（マスタ）を示す。通信環境閾値表は、検査種
別毎に、通信環境としての帯域及び遅延時間がそれぞれ対応付けられる。
【００７３】
　図１０の説明に戻って、クライアント端末３Ａは、制御装置３１、記憶装置３２、入力
装置３３、表示装置３４、及び通信装置３５等の基本的なハードウェアからそれぞれ構成
される。また、クライアント端末３Ａは、通信環境測定装置３６を備える。制御装置３１
は、共通信号伝送路としてのバスを介して、クライアント端末３Ａを構成する各ハードウ
ェア構成要素にそれぞれ相互接続されている。なお、クライアント端末３Ａは、記録媒体
ドライブを具備してもよい。
【００７４】
　通信環境測定装置３６は、サーバ端末２Ａとクライアント端末３Ａとの間の通信環境を
測定する。通信環境は、ＩＣＭＰプロトコル（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｍｅ
ｓｓａｇｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等を利用して、又は通信デバイスを認識して測定される
。なお、読影用画像が遠隔読影システム１Ａとは別の端末上にある場合、通信環境測定装
置３６は、読影用画像が保存されている端末と、クライアント端末３Ａとの間の通信環境
を測定してもよい。
【００７５】
　なお、図１０に示す遠隔読影システム１Ａにおいて、図１に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【００７６】
　図１２は、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａの機能を示すブロック図である。
【００７７】
　図１２に示すように、遠隔読影システム１Ａのサーバ端末２Ａは、制御装置２１によっ
てプログラムが実行されることによって、事前登録手段４１Ａ、認証手段４２、スケジュ
ール登録手段４３、スケジュール判断手段４４、連絡可否情報決定手段４５Ａ、及び連絡
可否情報送信手段４６として機能する。遠隔読影システム１Ａのクライアント端末３Ａは
、制御装置３１によってプログラムが実行されることによって、認証要求手段５１、スケ
ジュール登録要求手段５２、連絡可否情報表示要求手段５３、連絡可否情報表示手段５４
、及び通信環境測定手段５５として機能する。なお、手段４１Ａ乃至４６と手段５１乃至
５５とは、遠隔読影システム１Ａでソフトウェア的に機能する場合を例に挙げて説明する
が、それら手段４１Ａ乃至４６と手段５１乃至５５との一部又は全部は、遠隔読影システ
ム１Ａにハードウェア的にそれぞれ設けられるものであってもよい。
【００７８】
　サーバ端末２Ａの事前登録手段４１Ａは、図４に示す事前登録手段４１と同一の機能を
有する。加えて、事前登録手段４１Ａは、図１１に示す通信環境閾値表を第２記憶装置２
６Ａに登録する機能を有する。
【００７９】
　クライアント端末３Ａの通信環境測定手段５５は、認証要求手段５１によって接続が許
可されると、通信環境測定装置３６を制御して、サーバ端末２Ａとクライアント端末３Ａ
との間の通信環境の測定を制御する機能を有する。通信環境測定手段５５によって測定さ
れた通信環境は、サーバ端末２Ａの第２記憶装置２６Ａに記憶される。よって、第２記憶
装置２６Ａは、複数のクライアント端末３Ａについて、複数の通信環境を通信環境表とし
て記憶することができる。
【００８０】
　図１３は、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａにおける通信環境表の一例を示す図で
ある。
【００８１】
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　図１３は、通信環境測定装置３６によって測定される、サーバ端末２Ａと、読影医Ｄａ
，Ｄｂ，Ｄｃが使用するクライアント端末３Ａの通信環境（読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの通
信環境）を通信環境表として示す。
【００８２】
　図１２の説明に戻って、サーバ端末２Ａの連絡可否情報決定手段４５Ａは、スケジュー
ル判断手段４４によって現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在する（
登録済）と判断された場合、第２記憶装置２６Ａに記憶された第１連絡可否参照表及び第
２連絡可否参照表（図３（ａ），（ｂ）に図示）を参照して、読影医Ｄａのスケジュール
に含まれるタスク種別及び検査種別に対応する現在の日時の連絡可否情報を取得して、そ
の連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡可否情報として決定する機能を有する。また、連絡可
否情報決定手段４５Ａは、第２記憶装置２６Ａに記憶された通信環境閾値表（図１１に図
示）に含まれる検査種別毎に、通信環境閾値と、通信環境表（図１３に図示）の中の読影
医Ｄａの通信環境とを比較して、比較結果に基づいて読影医Ｄａの連絡可否情報を決定す
る機能を有する。
【００８３】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ａは、スケジュール判断手段４４によって現在の日時
に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在しない（未登録）と判断された場合、読影
医Ｄａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する。
【００８４】
　例えば、第２記憶装置２６Ａに、図３（ａ）に示す第１連絡可否参照表と、図３（ｂ）
に示す第２連絡可否参照表とが記憶されているものとする。その場合、連絡可否情報決定
手段４５Ａは、スケジュール判断手段４４によって現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールが存在する（登録済）と判断されたとき、当該スケジュールに含まれるタス
ク種別が『読影』であるか、『外出／移動』であるか、それ以外（『勤務時間外』及び『
会議』等）であるかによって連絡可否情報を判断する。連絡可否情報決定手段４５Ａは、
タスク種別が『読影』であると判断する場合、第２記憶装置２６Ａに記憶された第２連絡
可否参照表を参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５Ａは、現在の日時に対応す
る、読影医Ｄａのスケジュールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａ
の連絡可否情報として決定する。また、連絡可否情報決定手段４５Ａは、タスク種別が『
外出／移動』であると判断する場合、第２記憶装置２６Ａに記憶された通信環境閾値表を
参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５Ａは、読影医Ｄａの通信環境に基づいて
読影医Ｄａの連絡可否情報を決定する。
【００８５】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ａは、タスク種別が『読影』及び『外出／移動』以外
の場合、第２記憶装置２６Ａに記憶された第１連絡可否参照表を参照する。すなわち、連
絡可否情報決定手段４５Ａは、現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールに含ま
れるタスク種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡可否情報として決定する。
【００８６】
　図１４は、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａにおける読影医の連絡可否情報の表示
方法の一例を示す図である。
【００８７】
　図１４に示すように、サーバ端末２Ａから送信された複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの
それぞれの連絡可否情報は、クライアント端末３Ａの表示装置３４に読影医の連絡可否情
報の表として表示される。複数の検査ＩＤについてサーバ端末２Ａに連絡可否情報の表示
要求を行なうと、複数の検査の検査ＩＤに対応する複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの連絡
可否情報がそれぞれ表示される。また、サジェストとして、読影医Ｄｂ，Ｄｃに「連絡可
」の時間帯が表示されてもよい。
【００８８】
　なお、図１２に示す遠隔読影システム１Ａにおいて、図４に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
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【００８９】
　続いて、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａの動作について説明する。
【００９０】
　図７に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影システム１Ａ
は、図３（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表を第
２記憶装置２６Ａに登録する（ステップＳＴ１１）。
【００９１】
　次いで、図８に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影シス
テム１Ａは、クライアント端末３Ａを操作する読影医の認証を行ない（ステップＳＴ２１
）、接続が許可された読影医のスケジュールの登録を要求し（ステップＳＴ２２）、ステ
ップＳＴ２２によって登録要求されたスケジュールを第２記憶装置２６Ａに登録する（ス
テップＳＴ２３）。
【００９２】
　図１５乃至図１８は、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａの動作を示すフローチャー
トである。
【００９３】
　図１５に示すように、遠隔読影システム１Ａは、図１１に示す通信環境閾値表を第２記
憶装置２６Ａに登録する（ステップＳＴ４１）。
【００９４】
　図１６に示すように、遠隔読影システム１Ａは、サーバ端末２Ａとクライアント端末３
Ａとの間の通信環境の測定・記憶を行なうか否かを判断する（ステップＳＴ４２）。ステ
ップＳＴ４２にてＹＥＳ、すなわち、サーバ端末２Ａとクライアント端末３Ａとの間の通
信環境の測定・記憶を行なう場合、遠隔読影システム１Ａは、通信環境測定装置３６を制
御して、サーバ端末２Ａとクライアント端末３Ａとの間の通信環境を測定し、サーバ端末
２Ａの第２記憶装置２６Ａに記憶させる（ステップＳＴ４３）。ステップＳＴ４３によっ
て、複数のクライアント端末３Ａについて、複数の通信環境を通信環境表（図１３に図示
）としてサーバ端末２Ａの第２記憶装置２６Ａに記憶させることができる。
【００９５】
　なお、図１６に示す遠隔読影システム１Ａにおいて、図８に示す遠隔読影システム１と
同一ステップには同一符号を付して説明を省略する。
【００９６】
　図１７に示すように、遠隔読影システム１Ａは、現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールに含まれるタスク種別が『外出／移動』であると判断される場合（ステップ
ＳＴ３６ｅ）、図１８に進む。
【００９７】
　なお、図１７に示す遠隔読影システム１Ａにおいて、図９に示す遠隔読影システム１と
同一ステップには同一符号を付して説明を省略する。
【００９８】
　図１８に示すように、遠隔読影システム１Ａは、ステップＳＴ４１によって登録された
通信環境閾値表（図１１に図示）に含まれる各検査種別の通信環境閾値と、ステップＳＴ
４３によって測定・記憶された通信環境表（図１３に図示）の中の読影医Ｄａの通信環境
とを比較する（ステップＳＴ４５）。通信環境と通信環境閾値との比較の結果、各検査種
別について、通信環境の帯域が帯域閾値より大きいか否かを判断する（ステップＳＴ４６
）。ステップＳＴ４６にてＹＥＳ、すなわち、通信環境の帯域が帯域閾値より大きい場合
、遠隔読影システム１Ａは、通信環境の遅延時間が遅延時間閾値より小さいか否かを判断
する（ステップＳＴ４７）。ステップＳＴ４７にてＹＥＳ、すなわち、通信環境の遅延時
間が遅延時間閾値より小さい場合、遠隔読影システム１Ａは、当該検査種別について、読
影医Ｄａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する（ステップＳＴ４８）。
【００９９】
　一方、ステップＳＴ４６にてＮＯ、すなわち、通信環境の帯域が帯域閾値以下の場合と
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、ステップＳＴ４７にてＮＯ、すなわち、通信環境の遅延時間が遅延時間閾値以上の場合
、遠隔読影システム１Ａは、当該検査種別について、読影医Ｄａの連絡可否情報を「連絡
不可」と決定する（ステップＳＴ４９）。
【０１００】
　また、遠隔読影システム１Ａは、第１実施形態の遠隔読影システム１を組み合わせたも
のとして説明したが、その場合に限定されるものではない。例えば、遠隔読影システム１
Ａは、読影医Ｄａ及び／又はチームの構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃのスケジュールをそれぞれ
表示する第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄを組み合わせたものであってもよい。また
、例えば、遠隔読影システム１Ａは、図１７に示すステップＳＴ３２の後、図１８に示す
ステップＳＴ４５に進んでもよい。その場合、読影医Ｄａのスケジュール、第１連絡可否
参照表、及び第２連絡可否参照表は不要である。
【０１０１】
　第２実施形態の遠隔読影システム１Ａは、タスク種別（プレゼンス種別）毎に連絡可否
情報を対応させた第１連絡可否参照表を事前に登録する。よって、遠隔読影システム１Ａ
によると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別によって
分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連絡可否情報を表示す
ることができる。
【０１０２】
　また、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａは、第１連絡可否参照表と、検査種別毎に
連絡可否情報を対応させた第２連絡可否参照表とを事前に登録する。よって、遠隔読影シ
ステム１Ａによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種
別又は検査種別によって分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時
の連絡可否情報を表示することができる。
【０１０３】
　さらに、第２実施形態の遠隔読影システム１Ａは、第１連絡可否参照表と、第２連絡可
否参照表と、検査種別毎に通信環境閾値を対応させた通信環境閾値表とを事前に登録する
。よって、遠隔読影システム１Ａによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を
行なう場合、タスク種別、検査種別、又は通信環境閾値表によって分類された、検査ＩＤ
に対応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連絡可否情報を表示することができる。
【０１０４】
　（第３実施形態）
　第３実施形態の遠隔読影システムは、第１実施形態の遠隔読影システムの構成に加え、
連絡可否情報の判断基準として、読影医が使用するクライアント端末の表示装置のスペッ
クを加えるものである。
【０１０５】
　図１９は、第３実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図である。
【０１０６】
　図１９は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂを示す。遠隔読影システム１Ｂは、サ
ーバ端末２Ｂ及びクライアント端末３Ｂを備える。サーバ端末２Ｂ及びクライアント端末
３Ｂは、インターネット及びＬＡＮ等のネットワークＮを介して相互通信可能なように接
続される。なお、クライアント端末３Ｂは、シンクライアント端末、モバイル端末であっ
てもよい。
【０１０７】
　サーバ端末２Ｂは、制御装置２１、第１記憶装置２２、入力装置２３、表示装置２４、
及び通信装置２５等の基本的なハードウェアから構成される。また、サーバ端末２Ｂは、
第２記憶装置２６Ｂを備える。制御装置２１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、
サーバ端末２Ｂを構成する各ハードウェア構成要素に相互接続されている。なお、サーバ
端末２Ｂは、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【０１０８】
　第２記憶装置２６Ｂは、例えばＨＤＤである。第２記憶装置２６Ｂは、図２に示す読影
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医のスケジュール表と、図３（ａ），（ｂ）に示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否
参照表とに加え、クライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペック閾値表を記憶する。
【０１０９】
　図２０は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂにおけるスペック閾値表の一例を示す
図である。
【０１１０】
　図２０は、クライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペック閾値表（マスタ）を示す。
スペックとして、例えば、解像度、画面サイズ、コントラスト比、最大輝度、及び応答速
度が挙げられる。
【０１１１】
　図１９の説明に戻って、クライアント端末３Ｂは、制御装置３１、記憶装置３２、入力
装置３３、表示装置３４、及び通信装置３５等の基本的なハードウェアからそれぞれ構成
される。制御装置３１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、クライアント端末３Ｂ
を構成する各ハードウェア構成要素にそれぞれ相互接続されている。なお、クライアント
端末３Ｂは、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【０１１２】
　なお、図１９に示す遠隔読影システム１Ｂにおいて、図１に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０１１３】
　図２１は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂの機能を示すブロック図である。
【０１１４】
　図２１に示すように、遠隔読影システム１Ｂのサーバ端末２Ｂは、制御装置２１によっ
てプログラムが実行されることによって、事前登録手段４１Ｂ、認証手段４２、スケジュ
ール登録手段４３、スケジュール判断手段４４、連絡可否情報決定手段４５Ｂ、及び連絡
可否情報送信手段４６として機能する。遠隔読影システム１Ｂのクライアント端末３Ｂは
、制御装置３１によってプログラムが実行されることによって、認証要求手段５１、スケ
ジュール登録要求手段５２、連絡可否情報表示要求手段５３、連絡可否情報表示手段５４
、及びスペック送信手段５６として機能する。なお、手段４１Ｂ乃至４６と手段５１乃至
５４，５６とは、遠隔読影システム１Ｂでソフトウェア的に機能する場合を例に挙げて説
明するが、それら手段４１Ｂ乃至４６と手段５１乃至５４，５６との一部又は全部は、遠
隔読影システム１Ｂにハードウェア的にそれぞれ設けられるものであってもよい。
【０１１５】
　サーバ端末２Ｂの事前登録手段４１Ｂは、図４に示す事前登録手段４１と同一の機能を
有する。加えて、事前登録手段４１Ｂは、図２０に示すスペック閾値表を第２記憶装置２
６Ｂに登録する機能を有する。
【０１１６】
　クライアント端末３Ｂのスペック送信手段５６は、認証要求手段５１によって接続が許
可されると、読影医Ｄａが使用するクライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペックをサ
ーバ端末２Ｂに送信する機能を有する。送信されたクライアント端末３Ｂの表示装置３４
のスペックは、サーバ端末２Ｂの第２記憶装置２６Ｂに記憶される。よって、第２記憶装
置２６Ｂは、複数のクライアント端末３Ｂについて、複数のスペックをスペック参照表と
して記憶することができる。
【０１１７】
　図２２は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂにおける表示装置識別情報参照表の一
例を示す図である。図２３は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂにおけるスペック参
照表の一例を示す図である。
【０１１８】
　図２２は、認証要求手段５１によって接続が許可された読影医に、クライアント端末３
Ｂの表示装置３４の識別情報が対応付けられる表示装置識別情報参照表を示す。表示装置
識別情報は、例えば、ＭＡＣアドレス（ｍｅｄｉａ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ａ
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ｄｄｒｅｓｓ）である。図２３は、ＭＡＣアドレスにスペックが対応付けられるスペック
参照表を示す。なお、クライアント端末３Ｂに複数の表示装置が備えられる場合、読影医
に複数の表示装置が対応付けられる。
【０１１９】
　図２１の説明に戻って、サーバ端末２Ｂの連絡可否情報決定手段４５Ｂは、スケジュー
ル判断手段４４によって現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在する（
登録済）と判断された場合、第２記憶装置２６Ｂに記憶された第１連絡可否参照表及び第
２連絡可否参照表（図３（ａ），（ｂ）に図示）を参照して、読影医Ｄａのスケジュール
に含まれるタスク種別及び検査種別に対応する現在の日時の連絡可否情報を取得して、そ
の連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡可否情報として決定する機能を有する。また、連絡可
否情報決定手段４５Ｂは、第２記憶装置２６Ｂに記憶されたスペック閾値表（図２０に図
示）のスペック閾値と、第２記憶装置２６Ｂに記憶された表示装置識別情報参照表（図２
２に図示）及びスペック参照表（図２３に図示）を参照して得られた、読影医Ｄａが使用
するクライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペックとを比較して、比較結果に基づいて
読影医Ｄａの連絡可否情報を決定する機能を有する。
【０１２０】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ｂは、スケジュール判断手段４４によって現在の日時
に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在しない（未登録）と判断された場合、読影
医Ｄａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する。
【０１２１】
　例えば、第２記憶装置２６Ｂに、図３（ａ）に示す第１連絡可否参照表と、図３（ｂ）
に示す第２連絡可否参照表とが記憶されているものとする。その場合、連絡可否情報決定
手段４５Ｂは、スケジュール判断手段４４によって現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールが存在する（登録済）と判断されたとき、当該スケジュールに含まれるタス
ク種別が『読影』であるか、『外出／移動』であるか、それ以外（『勤務時間外』及び『
会議』等）であるかによって連絡可否情報を判断する。連絡可否情報決定手段４５Ｂは、
タスク種別が『読影』であると判断する場合、第２記憶装置２６Ｂに記憶された第２連絡
可否参照表を参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５Ｂは、現在の日時に対応す
る、読影医Ｄａのスケジュールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａ
の連絡可否情報として決定する。また、連絡可否情報決定手段４５Ｂは、タスク種別が『
外出／移動』であると判断する場合、第２記憶装置２６Ｂに記憶されたスペック閾値表を
参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５Ｂは、読影医Ｄａが使用するクライアン
ト端末３Ｂの表示装置３４のスペックに基づいて読影医Ｄａの連絡可否情報を決定する。
【０１２２】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ｂは、タスク種別が『読影』及び『外出／移動』以外
の場合、第２記憶装置２６Ｂに記憶された第１連絡可否参照表を参照する。すなわち、連
絡可否情報決定手段４５Ｂは、現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールに含ま
れるタスク種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡可否情報として決定する。
【０１２３】
　図２４は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂにおける読影医の連絡可否情報の表示
方法の一例を示す図である。
【０１２４】
　図２４に示すように、サーバ端末２Ｂから送信された複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの
それぞれの連絡可否情報は、クライアント端末３Ｂの表示装置３４に読影医の連絡可否情
報の表として表示される。複数の検査ＩＤについてサーバ端末２Ｂに連絡可否情報の表示
要求を行なうと、複数の検査の検査ＩＤに対応する複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの連絡
可否情報がそれぞれ表示される。また、サジェストとして、読影医Ｄｃに「連絡可」の時
間帯が表示されてもよい。
【０１２５】
　なお、図２１に示す遠隔読影システム１Ｂにおいて、図４に示す遠隔読影システム１と
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同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０１２６】
　続いて、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂの動作について説明する。
【０１２７】
　図７に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影システム１Ｂ
は、図３（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表を第
２記憶装置２６Ｂに登録する（ステップＳＴ１１）。
【０１２８】
　次いで、図８に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影シス
テム１Ｂは、クライアント端末３Ｂを操作する読影医の認証を行ない（ステップＳＴ２１
）、接続が許可された読影医のスケジュールの登録を要求し（ステップＳＴ２２）、ステ
ップＳＴ２２によって登録要求されたスケジュールを第２記憶装置２６Ｂに登録する（ス
テップＳＴ２３）。
【０１２９】
　図２５乃至図２８は、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂの動作を示すフローチャー
トである。
【０１３０】
　図２５に示すように、遠隔読影システム１Ｂは、図２０に示すスペック閾値表を第２記
憶装置２６Ｂに登録する（ステップＳＴ５１）。
【０１３１】
　図２６に示すように、遠隔読影システム１Ｂは、クライアント端末３Ｂの表示装置３４
のスペックの記憶を行なうか否かを判断する（ステップＳＴ５２）。ステップＳＴ５２に
てＹＥＳ、すなわち、クライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペックの記憶を行なう場
合、遠隔読影システム１Ｂは、クライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペックを、サー
バ端末２Ｂの第２記憶装置２６Ｂに記憶させる（ステップＳＴ５３）。ステップＳＴ５３
によって、複数のクライアント端末３Ｂについて、複数のスペックをスペック参照表（図
２３に図示）としてサーバ端末２Ｂの第２記憶装置２６Ｂに記憶させることができる。
【０１３２】
　なお、図２６に示す遠隔読影システム１Ｂにおいて、図８に示す遠隔読影システム１と
同一ステップには同一符号を付して説明を省略する。
【０１３３】
　図２７に示すように、遠隔読影システム１Ｂは、現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールに含まれるタスク種別が『外出／移動』であると判断される場合（ステップ
ＳＴ３６ｅ）、図２８に進む。
【０１３４】
　なお、図２７に示す遠隔読影システム１Ｂにおいて、図９に示す遠隔読影システム１と
同一ステップには同一符号を付して説明を省略する。
【０１３５】
　図２８に示すように、遠隔読影システム１Ｂは、ステップＳＴ５１によって登録された
スペック閾値表（図２０に図示）の中のスペック閾値と、表示装置識別情報参照表（図２
２に図示）及びスペック参照表（図２３に図示）を参照して得られる、読影医Ｄａが使用
するクライアント端末３Ｂの表示装置３４のスペックとを比較する（ステップＳＴ５５）
。スペック閾値と表示装置３４のスペックとの比較の結果、表示装置３４のスペックとし
ての解像度が、スペック閾値としての解像度閾値以上か否かを判断する（ステップＳＴ５
６）。ステップＳＴ５６にてＹＥＳ、すなわち、表示装置３４の解像度が解像度閾値以上
である場合、遠隔読影システム１Ｂは、表示装置３４のスペックとしての画面サイズが、
スペック閾値としての画面サイズ閾値以上か否かを判断する（ステップＳＴ５７）。ステ
ップＳＴ５７にてＹＥＳ、すなわち、表示装置３４の画面サイズが画面サイズ閾値以上で
ある場合、遠隔読影システム１Ｂは、表示装置３４のスペックとしてのコントラスト比が
、スペック閾値としてのコントラスト比閾値以上か否かを判断する（ステップＳＴ５８）
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。ステップＳＴ５８にてＹＥＳ、すなわち、表示装置３４のコントラスト比がコントラス
ト比閾値以上である場合、遠隔読影システム１Ｂは、表示装置３４のスペックとしての最
大輝度が、スペック閾値としての最大輝度閾値以上か否かを判断する（ステップＳＴ５９
）。ステップＳＴ５９にてＹＥＳ、すなわち、表示装置３４の最大輝度が最大輝度閾値以
上である場合、遠隔読影システム１Ｂは、表示装置３４のスペックとしての応答速度が、
スペック閾値としての応答速度閾値以下か否かを判断する（ステップＳＴ６０）。ステッ
プＳＴ６０にてＹＥＳ、すなわち、表示装置３４の応答速度が応答速度閾値以下である場
合、遠隔読影システム１Ｂは、読影医Ｄａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する（ステ
ップＳＴ６１）。
【０１３６】
　一方、ステップＳＴ５６にてＮＯ、すなわち、表示装置３４の解像度が解像度閾値未満
の場合と、ステップＳＴ５７にてＮＯ、すなわち、表示装置３４の画面サイズが画面サイ
ズ閾値未満の場合と、ステップＳＴ５８にてＮＯ、すなわち、表示装置３４のコントラス
ト比がコントラスト比閾値未満の場合と、ステップＳＴ５９にてＮＯ、すなわち、表示装
置３４の最大輝度が最大輝度閾値未満の場合と、ステップＳＴ６０にてＮＯ、すなわち、
表示装置３４の応答速度が応答速度閾値を超える場合、遠隔読影システム１Ｂは、読影医
Ｄａの連絡可否情報を「連絡不可」と決定する（ステップＳＴ６２）。
【０１３７】
　また、遠隔読影システム１Ｂは、第１実施形態の遠隔読影システム１を組み合わせたも
のとして説明したが、その場合に限定されるものではない。例えば、遠隔読影システム１
Ｂは、読影医Ｄａのみならず構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃのスケジュールをそれぞれ表示する
第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄを組み合わせたものであってもよい。また、例えば
、遠隔読影システム１Ｂは、図２７に示すステップＳＴ３２の後、図２８に示すステップ
ＳＴ５５に進んでもよい。その場合、読影医Ｄａのスケジュール、第１連絡可否参照表、
及び第２連絡可否参照表は不要である。
【０１３８】
　第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂは、タスク種別（プレゼンス種別）毎に連絡可否
情報を対応させた第１連絡可否参照表を事前に登録する。よって、遠隔読影システム１Ｂ
によると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別によって
分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連絡可否情報を表示す
ることができる。
【０１３９】
　また、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂは、第１連絡可否参照表と、検査種別毎に
連絡可否情報を対応させた第２連絡可否参照表とを事前に登録する。よって、遠隔読影シ
ステム１Ｂによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種
別又は検査種別によって分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時
の連絡可否情報を表示することができる。
【０１４０】
　さらに、第３実施形態の遠隔読影システム１Ｂは、第１連絡可否参照表と、第２連絡可
否参照表と、表示装置のスペック閾値表とを事前に登録する。よって、遠隔読影システム
１Ｂによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別、検
査種別、又はスペック閾値表によって分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおけ
る所要の日時の連絡可否情報を表示することができる。
【０１４１】
　（第４実施形態）
　第４実施形態の遠隔読影システムは、第１実施形態の遠隔読影システムの構成に加え、
連絡可否情報の判断基準として、読影医が使用するクライアント端末の周辺環境（位置情
報と、位置情報に基づく照度情報）を加えるものである。
【０１４２】
　図２９は、第４実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図である。
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【０１４３】
　図２９は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃを示す。遠隔読影システム１Ｃは、サ
ーバ端末２Ｃ及びクライアント端末３Ｃを備える。サーバ端末２Ｃ及びクライアント端末
３Ｃは、インターネット及びＬＡＮ等のネットワークＮを介して相互通信可能なように接
続される。なお、クライアント端末３Ｃは、シンクライアント端末、モバイル端末であっ
てもよい。
【０１４４】
　サーバ端末２Ｃは、制御装置２１、第１記憶装置２２、入力装置２３、表示装置２４、
及び通信装置２５等の基本的なハードウェアから構成される。また、サーバ端末２Ｃは、
第２記憶装置２６Ｃを備える。制御装置２１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、
サーバ端末２Ｃを構成する各ハードウェア構成要素に相互接続されている。なお、サーバ
端末２Ｃは、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【０１４５】
　第２記憶装置２６Ｃは、例えばＨＤＤである。第２記憶装置２６Ｃは、図２に示す読影
医のスケジュール表と、図３（ａ），（ｂ）に示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否
参照表とに加え、クライアント端末３Ｃのプライバシー保持性参照表と、クライアント端
末３Ｃの照度閾値とを記憶する。
【０１４６】
　図３０（ａ）は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃにおけるプライバシー保持性参
照表の一例を示す図である。図３０（ｂ）は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃにお
ける照度閾値の一例を示す図である。
【０１４７】
　図３０（ａ）に示すプライバシー保持性参照表は、クライアント端末３Ｃの位置に、プ
ライバシー保持性が対応付けられている。また、図３０（ｂ）に示す照度閾値（マスタ）
は、クライアント端末３Ｃ周辺の照度の閾値である。
【０１４８】
　図２９の説明に戻って、クライアント端末３Ｃは、制御装置３１、記憶装置３２、入力
装置３３、表示装置３４、及び通信装置３５等の基本的なハードウェアからそれぞれ構成
される。また、クライアント端末３Ｃは、ＧＰＳ（ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　ｓｙｓｔｅｍ）３７及び照度センサ３８を設ける。クライアント端末３Ｃは、共通信
号伝送路としてのバスを介して、クライアント端末３Ｃを構成する各ハードウェア構成要
素にそれぞれ相互接続されている。なお、クライアント端末３Ｃは、記録媒体ドライブを
具備してもよい。
【０１４９】
　なお、図２９に示す遠隔読影システム１Ｃにおいて、図１に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０１５０】
　図３１は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃの機能を示すブロック図である。
【０１５１】
　図３１に示すように、遠隔読影システム１Ｃのサーバ端末２Ｃは、制御装置２１によっ
てプログラムが実行されることによって、事前登録手段４１Ｃ、認証手段４２、スケジュ
ール登録手段４３、スケジュール判断手段４４、連絡可否情報決定手段４５Ｃ、及び連絡
可否情報送信手段４６として機能する。遠隔読影システム１Ｃのクライアント端末３Ｂは
、制御装置３１によってプログラムが実行されることによって、認証要求手段５１、スケ
ジュール登録要求手段５２、連絡可否情報表示要求手段５３Ｃ、連絡可否情報表示手段５
４、及び周辺環境測定手段５７として機能する。なお、手段４１Ｃ乃至４６と手段５１乃
至５４，５７とは、遠隔読影システム１Ｃでソフトウェア的に機能する場合を例に挙げて
説明するが、それら手段４１Ｃ乃至４６と手段５１乃至５４，５７との一部又は全部は、
遠隔読影システム１Ｃにハードウェア的にそれぞれ設けられるものであってもよい。
【０１５２】
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　サーバ端末２Ｃの事前登録手段４１Ｃは、図４に示す事前登録手段４１と同一の機能を
有する。加えて、事前登録手段４１Ｃは、図３０（ａ）に示すプライバシー保持性閾値表
と、図３０（ｂ）に示す照度閾値を第２記憶装置２６Ｃに登録する機能を有する。
【０１５３】
　クライアント端末３Ｃの周辺環境測定手段５７は、認証要求手段５１によって接続が許
可されると、ＧＰＳ３７を制御して、クライアント端末３Ｃの位置情報の測定を制御する
と共に、照度センサ３８を制御して、クライアント端末３Ｃの位置における照度の測定を
制御する機能を有する。周辺環境測定手段５７によって測定された位置情報及び照度情報
は、サーバ端末２Ｃの第２記憶装置２６Ｃに記憶される。よって、第２記憶装置２６Ｃは
、位置情報と照度情報の組み合わせからなる複数の周辺環境を周辺環境表として記憶する
ことができる。
【０１５４】
　図３２は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃにおける周辺環境表の一例を示す図で
ある。
【０１５５】
　図３２は、認証要求手段５１によって接続が許可された読影医に、周辺環境（位置及び
照度）が対応付けられる周辺環境表を示す。
【０１５６】
　図３１の説明に戻って、クライアント端末３Ｃの連絡可否情報表示要求手段５３Ｃは、
図４に示す連絡可否情報表示要求手段５３と同一の機能を有する。加えて、連絡可否情報
表示要求手段５３Ｃは、周辺環境測定手段５７によって測定されたクライアント端末３Ｂ
の位置情報及び照度情報をサーバ端末２Ｂに送信する機能を有する。
【０１５７】
　サーバ端末２Ｃの連絡可否情報決定手段４５Ｃは、スケジュール判断手段４４によって
現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在する（登録済）と判断された場
合、第２記憶装置２６Ｃに記憶された第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表（図３
（ａ），（ｂ）に図示）を参照して、読影医Ｄａのスケジュールに含まれるタスク種別及
び検査種別に対応する現在の日時の連絡可否情報を取得して、その連絡可否情報を読影医
Ｄａの連絡可否情報として決定する機能を有する。また、連絡可否情報決定手段４５Ｃは
、連絡可否情報表示要求手段５３Ｃによって送信されたクライアント端末３Ｃの位置情報
をプライバシー保持性参照表（図３０（ａ）に図示）に参照して読影医Ｄａの連絡可否情
報を決定すると共に、第２記憶装置２６Ｃに記憶された照度閾値（図３０（ｂ）に図示）
と、第２記憶装置２６Ｃに記憶された周辺環境表（図３２に図示）の中のクライアント端
末３Ｃの位置に対応する照度とを比較して、比較結果に基づいて読影医Ｄａの連絡可否情
報を決定する機能を有する。
【０１５８】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ｃは、スケジュール判断手段４４によって現在の日時
に対応する、読影医Ｄａのスケジュールが存在しない（未登録）と判断された場合、読影
医Ｄａの連絡可否情報を「連絡可」と決定する。
【０１５９】
　例えば、第２記憶装置２６Ｃに、図３（ａ）に示す第１連絡可否参照表と、図３（ｂ）
に示す第２連絡可否参照表とが記憶されているものとする。その場合、連絡可否情報決定
手段４５Ｃは、スケジュール判断手段４４によって現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールが存在する（登録済）と判断されたとき、当該スケジュールに含まれるタス
ク種別が『読影』であるか、『外出／移動』であるか、それ以外（『勤務時間外』及び『
会議』等）であるかによって連絡可否情報を判断する。連絡可否情報決定手段４５Ｃは、
タスク種別が『読影』であると判断する場合、第２記憶装置２６Ｃに記憶された第２連絡
可否参照表を参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５Ｃは、現在の日時に対応す
る、読影医Ｄａのスケジュールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａ
の連絡可否情報として決定する。また、連絡可否情報決定手段４５Ｃは、タスク種別が『
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外出／移動』であると判断する場合、第２記憶装置２６Ｃに記憶されたプライバシー保持
性参照表及び照度閾値を参照する。すなわち、連絡可否情報決定手段４５Ｃは、読影医Ｄ
ａが使用するクライアント端末３Ｃの位置情報に基づいて読影医Ｄａの連絡可否情報を決
定すると共に、クライアント端末３Ｃの周辺の照度情報に基づいて読影医Ｄａの連絡可否
情報を決定する。
【０１６０】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ｃは、タスク種別が『読影』及び『外出／移動』以外
の場合、第２記憶装置２６Ｃに記憶された第１連絡可否参照表を参照する。すなわち、連
絡可否情報決定手段４５Ｃは、現在の日時に対応する、読影医Ｄａのスケジュールに含ま
れるタスク種別に対応する連絡可否情報を読影医Ｄａの連絡可否情報として決定する。
【０１６１】
　図３３は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃにおける読影医の連絡可否情報の表示
方法の一例を示す図である。
【０１６２】
　図３３に示すように、サーバ端末２Ｃから送信された複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの
それぞれの連絡可否情報は、クライアント端末３Ｃの表示装置３４に読影医の連絡可否情
報の表として表示される。複数の検査ＩＤについてサーバ端末２Ｃに連絡可否情報の表示
要求を行なうと、複数の検査の検査ＩＤに対応する複数の読影医Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃの連絡
可否情報がそれぞれ表示される。また、サジェストとして、読影医Ｄｂに「連絡可」の時
間帯が表示されてもよい。
【０１６３】
　なお、図３１に示す遠隔読影システム１Ｃにおいて、図４に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０１６４】
　続いて、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃの動作について説明する。
【０１６５】
　図７に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影システム１Ｃ
は、図３（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表を第
２記憶装置２６Ｃに登録する（ステップＳＴ１１）。
【０１６６】
　次いで、図８に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影シス
テム１Ｃは、クライアント端末３Ｃを操作する読影医の認証を行ない（ステップＳＴ２１
）、接続が許可された読影医のスケジュールの登録を要求し（ステップＳＴ２２）、ステ
ップＳＴ２２によって登録要求されたスケジュールを第２記憶装置２６Ｃに登録する（ス
テップＳＴ２３）。
【０１６７】
　図３４乃至図３７は、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃの動作を示すフローチャー
トである。
【０１６８】
　図３４に示すように、遠隔読影システム１Ｃは、図３０（ａ），（ｂ）に示すプライバ
シー保持性参照表及び照度閾値を第２記憶装置２６Ｃに登録する（ステップＳＴ７１）。
【０１６９】
　図３５に示すように、遠隔読影システム１Ｃは、周辺環境の測定・記憶を行なうか否か
を判断する（ステップＳＴ７２）。ステップＳＴ７２にてＹＥＳ、すなわち、周辺環境の
測定・記憶を行なう場合、遠隔読影システム１Ｃは、ＧＰＳ３７及び照度センサ３８を制
御して、クライアント端末３Ｃの周辺環境を測定し、サーバ端末２Ｃの第２記憶装置２６
Ｃに記憶させる（ステップＳＴ７３）。ステップＳＴ７３によって、複数の位置について
、複数の周辺環境を周辺環境表（図３２に図示）としてサーバ端末２Ｃの第２記憶装置２
６Ｃに記憶させることができる。なお、各位置に対して２個目の照度情報を記憶しようと
する場合、各位置に対して照度情報を更新することができる。
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【０１７０】
　なお、図３５に示す遠隔読影システム１Ｃにおいて、図８に示す遠隔読影システム１と
同一ステップには同一符号を付して説明を省略する。
【０１７１】
　図３６に示すように、遠隔読影システム１Ｃは、現在の日時に対応する、読影医Ｄａの
スケジュールに含まれるタスク種別が『外出／移動』であると判断される場合（ステップ
ＳＴ３６ｅ）、図３７に進む。
【０１７２】
　なお、図３６に示す遠隔読影システム１Ｃにおいて、図６に示す遠隔読影システム１と
同一ステップには同一符号を付して説明を省略する。
【０１７３】
　図３７に示すように、遠隔読影システム１Ｃは、ステップＳＴ７３によって記憶された
クライアント端末３Ｃの位置を、プライバシー保持性参照表に参照する（ステップＳＴ７
５）。クライアント端末３Ｃの位置を、プライバシー保持性参照表に参照した結果、クラ
イアント端末３Ｃの位置にプライバシー保持性があるか否かを判断する（ステップＳＴ７
６）。ステップＳＴ７６にてＹＥＳ、すなわち、クライアント端末３Ｃの位置にプライバ
シー保持性がある場合、遠隔読影システム１Ｃは、ステップＳＴ７１によって登録された
照度閾値と、ステップＳＴ７３によって記憶されたクライアント端末３Ｃ周辺の照度閾値
とを比較する（ステップＳＴ７７）。照度閾値とクライアント端末３Ｃ周辺の照度閾値と
の比較の結果、クライアント端末３Ｃの照度が、照度閾値以下か否かを判断する（ステッ
プＳＴ７８）。ステップＳＴ７８にてＹＥＳ、すなわち、クライアント端末３Ｃの周辺の
照度が、照度閾値以下である場合、遠隔読影システム１Ｃは、読影医Ｄａの連絡可否情報
を「連絡可」と決定する（ステップＳＴ７９）。
【０１７４】
　一方、ステップＳＴ７６にてＮＯ、すなわち、クライアント端末３Ｃの位置にプライバ
シー保持性がない場合、ステップＳＴ７８にてＮＯ、すなわち、クライアント端末３Ｃの
周辺の照度情報が、照度閾値を超える場合、遠隔読影システム１Ｃは、読影医Ｄａの連絡
可否情報を「電話のみ連絡可」と決定する（ステップＳＴ８０）。
【０１７５】
　また、遠隔読影システム１Ｃは、第１実施形態の遠隔読影システム１を組み合わせたも
のとして説明したが、その場合に限定されるものではない。例えば、遠隔読影システム１
Ｃは、読影医Ｄａのみならず構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃのスケジュールをそれぞれ表示する
第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄを組み合わせたものであってもよい。また、例えば
、遠隔読影システム１Ｃは、図３６に示すステップＳＴ３２の後、図３７に示すステップ
ＳＴ７５に進んでもよい。その場合、読影医Ｄａのスケジュール、第１連絡可否参照表、
及び第２連絡可否参照表は不要である。
【０１７６】
　第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃは、タスク種別（プレゼンス種別）毎に連絡可否
情報を対応させた第１連絡可否参照表を事前に登録する。よって、遠隔読影システム１Ｃ
によると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別によって
分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連絡可否情報を表示す
ることができる。
【０１７７】
　また、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃは、第１連絡可否参照表と、検査種別毎に
連絡可否情報を対応させた第２連絡可否参照表とを事前に登録する。よって、遠隔読影シ
ステム１Ｃによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種
別又は検査種別によって分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａにおける所要の日時
の連絡可否情報を表示することができる。
【０１７８】
　さらに、第４実施形態の遠隔読影システム１Ｃは、第１連絡可否参照表と、第２連絡可
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否参照表と、プライバシー保持性参照表（照度閾値）とを事前に登録する。よって、遠隔
読影システム１Ｃによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タ
スク種別、検査種別、又はプライバシー保持性参照表によって分類された、検査ＩＤに対
応する読影医Ｄａにおける所要の日時の連絡可否情報を表示することができる。
【０１７９】
　（第５実施形態）
　第５実施形態の遠隔読影システムは、第１実施形態の遠隔読影システムの構成に加え、
チーム医療等における医療チームの複数の構成員についても連絡可否情報を判断するもの
である。
【０１８０】
　図３８は、第５実施形態の遠隔読影システムの構成を示す概略図である。
【０１８１】
　図３８は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄを示す。遠隔読影システム１Ｄは、サ
ーバ端末２Ｄ及びクライアント端末３Ｄを備える。サーバ端末２Ｄ及びクライアント端末
３Ｄは、インターネット及びＬＡＮ等のネットワークＮを介して相互通信可能なように接
続される。なお、クライアント端末３Ｄは、シンクライアント端末、モバイル端末であっ
てもよい。
【０１８２】
　サーバ端末２Ｄは、制御装置２１、第１記憶装置２２、入力装置２３、表示装置２４、
及び通信装置２５等の基本的なハードウェアから構成される。また、サーバ端末２Ｄは、
第２記憶装置２６Ｄを備える。制御装置２１は、共通信号伝送路としてのバスを介して、
サーバ端末２Ｄを構成する各ハードウェア構成要素に相互接続されている。なお、サーバ
端末２Ｄは、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【０１８３】
　第２記憶装置２６Ｄは、例えばＨＤＤである。第２記憶装置２６Ｄは、図２に示す読影
医のスケジュール表と、図３（ａ），（ｂ）に示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否
参照表とに加え、医療チームの構成員（医師、看護師、及び理学療法士等）のスケジュー
ル表と、構成員参照表と、患者ＩＤ参照表とを記憶する。
【０１８４】
　図３９は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄにおける構成員のスケジュール表の一
例を示す図である。
【０１８５】
　図３９は、複数の構成員（例えば、医師Ｔａ、看護師Ｔｂ，Ｔｄ、理学療法士Ｔｃ）に
関するスケジュール表を示す。スケジュール表は、構成員毎、かつ、日時毎に、読影医が
存在予定の場所、タスク種別、及び検査種別が割り当てられたスケジュールからなる。
【０１８６】
　図４０（ａ）は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄにおける構成員参照表の一例を
示す図である。図４０（ｂ）は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄにおける患者ＩＤ
参照表の一例を示す図である。
【０１８７】
　図４０（ａ）は、患者ＩＤに構成員が対応付けられる構成員参照表である。図４０（ｂ
）は、検査ＩＤに患者ＩＤが対応付けられる患者ＩＤ参照表である。
【０１８８】
　図３８の説明に戻って、クライアント端末３Ｄは、制御装置３１、記憶装置３２、入力
装置３３、表示装置３４、及び通信装置３５等の基本的なハードウェアからそれぞれ構成
される。クライアント端末３Ｄは、共通信号伝送路としてのバスを介して、クライアント
端末３Ｄを構成する各ハードウェア構成要素にそれぞれ相互接続されている。なお、クラ
イアント端末３Ｄは、記録媒体ドライブを具備してもよい。
【０１８９】
　なお、図３８に示す遠隔読影システム１Ｄにおいて、図１に示す遠隔読影システム１と
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同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０１９０】
　図４１は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄの機能を示すブロック図である。
【０１９１】
　図４１に示すように、遠隔読影システム１Ｄのサーバ端末２Ｄは、制御装置２１によっ
てプログラムが実行されることによって、事前登録手段４１Ｄ、認証手段４２、スケジュ
ール登録手段４３Ｄ、スケジュール判断手段４４Ｄ、連絡可否情報決定手段４５Ｄ、及び
連絡可否情報送信手段４６として機能する。遠隔読影システム１Ｄのクライアント端末３
Ｄは、制御装置３１によってプログラムが実行されることによって、認証要求手段５１Ｄ
、スケジュール登録要求手段５２Ｄ、連絡可否情報表示要求手段５３、及び連絡可否情報
表示手段５４として機能する。なお、手段４１Ｄ乃至４６と手段５１Ｄ乃至５４とは、遠
隔読影システム１Ｄでソフトウェア的に機能する場合を例に挙げて説明するが、それら手
段４１Ｄ乃至４６と手段５１Ｄ乃至５４との一部又は全部は、遠隔読影システム１Ｄにハ
ードウェア的にそれぞれ設けられるものであってもよい。
【０１９２】
　サーバ端末２Ｄの事前登録手段４１Ｄは、図４に示す事前登録手段４１と同一の機能を
有する。加えて、事前登録手段４１Ｄは、図３９及び図４０（ａ），（ｂ）に示す構成員
のスケジュール表、構成員参照表、及び患者ＩＤ参照表を第２記憶装置２６Ｄに登録する
機能を有する。
【０１９３】
　クライアント端末３Ｄの認証要求手段５１Ｄは、図４に示す認証要求手段５１と同一の
機能を有する。加えて、認証要求手段５１Ｄは、通信装置３５及びネットワークＮを介し
てサーバ端末２Ｄに、クライアント端末３Ｄを操作する構成員の認証要求を行なう機能を
有する。
【０１９４】
　クライアント端末３Ｄのスケジュール登録要求手段５２Ｄは、図４に示すスケジュール
登録要求手段５２と同一の機能を有する。加えて、スケジュール登録要求手段５２Ｄは、
認証要求手段５１Ｄによって接続が許可された構成員が入力装置３３を介してスケジュー
ルを入力すると、通信装置３５を介してサーバ端末２Ｄに、接続が許可された構成員のス
ケジュールの登録を要求する機能を有する。
【０１９５】
　サーバ端末２Ｄのスケジュール登録手段４３Ｄは、図４に示すスケジュール登録手段４
３と同一の機能を有する。加えて、スケジュール登録手段４３Ｄは、スケジュール登録要
求手段５２Ｄによって登録要求された構成員のスケジュールを第２記憶装置２６Ｄに登録
する機能を有する。
【０１９６】
　サーバ端末２Ｄのスケジュール判断手段４４Ｄは、図４に示すスケジュール判断手段４
４と同一の機能を有する。加えて、スケジュール判断手段４４Ｄは、連絡可否情報表示要
求手段５３Ｄによって表示要求された検査ＩＤに基づいて、第２記憶装置２６に記憶され
た患者ＩＤ参照表（図４０（ｂ）に図示）を参照して患者ＩＤを取得し、患者ＩＤに基づ
いて、第２記憶装置２６に記憶された構成員参照表（図４０（ａ）に図示）を参照して構
成員（以下、構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃとする）の構成員ＩＤをそれぞれ取得する機能を有
する。さらに、スケジュール判断手段４４Ｄは、構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃの構成員ＩＤに
基づいて第２記憶装置２６に記憶された読影医のスケジュール表（図２に図示）を参照し
て、現在の日時に対応する、構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃのスケジュールの存否を判断する機
能を有する。
【０１９７】
　サーバ端末２Ｄの連絡可否情報決定手段４５Ｄは、図４に示す連絡可否情報決定手段４
５と同一の機能を有する。加えて、連絡可否情報決定手段４５Ｄは、スケジュール判断手
段４４Ｄによって現在の日時に対応するスケジュールが存在する（登録済）と判断された
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場合、第２記憶装置２６Ｄに記憶された第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表（図
３（ａ），（ｂ）に図示）を参照して、当該構成員のスケジュールに含まれるタスク種別
及び検査種別に対応する現在の日時の連絡可否情報を取得して、その連絡可否情報を当該
構成員の連絡可否情報として決定する機能を有する。
【０１９８】
　一方、連絡可否情報決定手段４５Ｄは、スケジュール判断手段４４Ｄによって現在の日
時に対応するスケジュールが存在しない（未登録）と判断された場合、当該構成員の連絡
可否情報を「連絡可」と決定する。
【０１９９】
　図４２は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄにおける読影医及び医療チームの連絡
可否情報の表示方法の一例を示す図である。
【０２００】
　図４２に示すように、サーバ端末２Ｄから送信された読影医Ｄａ及び医療チームのそれ
ぞれの連絡可否情報は、クライアント端末３Ｄの表示装置３４に連絡可否情報の表として
表示される。なお、医療チームの連絡可否情報は、医療チームの構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃ
のうち１人も連絡可否情報が「連絡可」でない場合や、構成員全員が「連絡可」でない場
合に、医療チームとしての連絡可否情報を「連絡可」とすればよい。さらに、医療チーム
の連絡可否情報は、構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報に置き換えられてもよい。ま
た、サジェストとして、医療チームに「連絡可」の時間帯が表示されてもよい。
【０２０１】
　なお、図４１に示す遠隔読影システム１Ｄにおいて、図４に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０２０２】
　続いて、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄの動作について説明する。
【０２０３】
　図７に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影システム１Ｄ
は、図３（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す第１連絡可否参照表及び第２連絡可否参照表を第
２記憶装置２６Ｄに登録する（ステップＳＴ１１）。
【０２０４】
　次いで、図８に示す第１実施形態の遠隔読影システム１の動作と同様に、遠隔読影シス
テム１Ｄは、クライアント端末３Ｄを操作する読影医の認証を行ない（ステップＳＴ２１
）、接続が許可された読影医のスケジュールの登録を要求し（ステップＳＴ２２）、ステ
ップＳＴ２２によって登録要求されたスケジュールを第２記憶装置２６Ｄに登録する（ス
テップＳＴ２３）。
【０２０５】
　図４３乃至図４５は、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄの動作を示すフローチャー
トである。
【０２０６】
　図４３に示すように、遠隔読影システム１Ｄは、図４０（ａ），（ｂ）に示す構成員参
照表及び患者ＩＤ参照表を第２記憶装置２６Ｄに登録する（ステップＳＴ８１）。
【０２０７】
　図４４に示すように、遠隔読影システム１Ｄは、クライアント端末３Ｄを操作する構成
員の認証を行なう（ステップＳＴ８５）。遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ８５に
よって接続が許可された構成員が入力装置３３を介してスケジュールを入力すると、通信
装置３５を介してサーバ端末２Ｄに、接続が許可された構成員のスケジュールの登録を要
求する（ステップＳＴ８６）。遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ８６によって登録
要求されたスケジュールを第２記憶装置２６Ｄに登録する（ステップＳＴ８７）。ステッ
プＳＴ８７によるスケジュールの登録によって、第２記憶装置２６Ｄは、複数の構成員に
関するスケジュール表（図３９に図示）を記憶する。
【０２０８】
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　図４５に示すように、遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ３２による検査ＩＤを、
ステップＳＴ８１によって登録された患者ＩＤ参照表（図４０（ｂ）に図示）に参照して
患者ＩＤを取得する（ステップＳＴ９１）。遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ９１
によって取得された患者ＩＤを、ステップＳＴ８１によって登録された構成員参照表（図
４０（ａ）に図示）に参照して構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃの情報を取得する（ステップＳＴ
９２）。
【０２０９】
　遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ３２によって表示要求された検査ＩＤについて
、検査の検査レポートを生成した読影医Ｄａの読影医ＩＤを取得し、ステップＳＴ３２に
よって表示要求された検査ＩＤについて、構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃそれぞれの構成員ＩＤ
を取得し、それら読影医ＩＤ及び構成員ＩＤに基づいて第２記憶装置２６Ｄに記憶された
読影医及び構成員のスケジュール表を参照して、現在の日時に対応する、読影医Ｄａ及び
構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃのスケジュールの存否を各人についてそれぞれ判断する（ステッ
プＳＴ９３）。ステップＳＴ９３の判断によってＹＥＳ、すなわち、現在の日時に対応す
るスケジュールが存在すると判断された場合、遠隔読影システム１は、当該スケジュール
に含まれるタスク種別が『読影』であるか否かを判断する（ステップＳＴ９４）。ステッ
プＳＴ９４の判断によってＹＥＳ、すなわち、現在の日時に対応するスケジュールに含ま
れるタスク種別が『読影』であると判断される場合、遠隔読影システム１Ｄは、第２記憶
装置２６に記憶された第２連絡可否参照表（図３（ｂ）に図示）を参照して、当該スケジ
ュールに含まれる検査種別に対応する連絡可否情報を当該読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ、Ｔ
ｂ，Ｔｃの連絡可否情報として決定する（ステップＳＴ９５）。
【０２１０】
　例えば、遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ９５において、現在の日時に対応する
スケジュールに含まれる検査種別の画像枚数が比較的多いか否かをそれぞれ判断する（ス
テップＳＴ９５ａ）。ステップＳＴ９５ａの判断にてＹＥＳ、すなわち、当該スケジュー
ルに含まれる検査種別の画像枚数が比較的多いと判断される場合、当該読影医Ｄａ及び構
成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を「緊急時のみ連絡可」と決定する（ステップＳＴ
９５ｂ）。一方、ステップＳＴ９５ａの判断にてＮＯ、すなわち、当該スケジュールに含
まれる検査種別の画像枚数が比較的少ないと判断される場合、当該読影医Ｄａ及び構成員
Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を「連絡可」と決定する（ステップＳＴ９５ｃ）。
【０２１１】
　一方、ステップＳＴ９４の判断によってＮＯ、すなわち、現在の日時に対応するスケジ
ュールに含まれるタスク種別が『読影』でないと判断される場合、遠隔読影システム１Ｄ
は、第２記憶装置２６に記憶された第１連絡可否参照表（図３（ａ）に図示）を参照して
、当該スケジュールに含まれるタスク種別に対応する連絡可否情報を当該読影医Ｄａ及び
構成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報として決定する（ステップＳＴ９６）。
【０２１２】
　例えば、ステップＳＴ９６において、現在の日時に対応するスケジュールに含まれるタ
スク種別が『勤務時間外』であると判断される場合（ステップＳＴ９６ａ）、遠隔読影シ
ステム１Ｄは、当該読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を「連絡不可
」と決定する（ステップＳＴ９６ｂ）。現在の日時に対応するスケジュールに含まれるタ
スク種別が『会議』であると判断される場合（ステップＳＴ９６ｃ）、遠隔読影システム
１Ｄは、当該読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を「緊急時のみ連絡
可」と決定する（ステップＳＴ９６ｄ）。現在の日時に対応するスケジュールに含まれる
タスク種別が『外出／移動』であると判断される場合（ステップＳＴ９６ｅ）、遠隔読影
システム１Ｄは、当該読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を「電話の
み連絡可」と決定する（ステップＳＴ９６ｆ）。
【０２１３】
　また、ステップＳＴ９３の判断によってＮＯ、すなわち、現在の日時に対応するスケジ
ュールが存在しないと判断された場合、遠隔読影システム１Ｄは、当該読影医Ｄａ及び構
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成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を「連絡可」と決定する（ステップＳＴ９７）。
【０２１４】
　次いで、遠隔読影システム１Ｄは、ステップＳＴ９５，ＳＴ９６，ＳＴ９７によって決
定された読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ、Ｔｂ，Ｔｃの連絡可否情報を、通信装置２５及びネ
ットワークＮを介してクライアント端末３に送信する（ステップＳＴ９８）。遠隔読影シ
ステム１Ｄは、ステップＳＴ９８によって送信される読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ、Ｔｂ，
Ｔｃの連絡可否情報を受信して表示装置３４に表示させる（ステップＳＴ９９）。
【０２１５】
　なお、図４５に示す遠隔読影システム１Ｄにおいて、図１に示す遠隔読影システム１と
同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
【０２１６】
　また、遠隔読影システム１Ｄは、第１実施形態の遠隔読影システム１を組み合わせたも
のとして説明したが、その場合に限定されるものではない。
【０２１７】
　第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄは、タスク種別（プレゼンス種別）毎に連絡可否
情報を対応させた第１連絡可否参照表を事前に登録する。よって、遠隔読影システム１Ｄ
によると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種別によって
分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃにおける所要の
日時の連絡可否情報をそれぞれ表示することができる。
【０２１８】
　また、第５実施形態の遠隔読影システム１Ｄは、第１連絡可否参照表と、検査種別毎に
連絡可否情報を対応させた第２連絡可否参照表とを事前に登録する。よって、遠隔読影シ
ステム１Ｄによると、検査ＩＤに基づく連絡可否情報の表示要求を行なう場合、タスク種
別又は検査種別によって分類された、検査ＩＤに対応する読影医Ｄａ及び構成員Ｔａ，Ｔ
ｂ，Ｔｃにおける所要の日時の連絡可否情報をそれぞれ表示することができる。
【０２１９】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
の省略、置き換え、変更を行なうことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【０２２０】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　遠隔読影システム
２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ　サーバ端末
３，３Ａ，３Ｂ，３Ｃ，３Ｄ　クライアント端末
２１，３１　制御装置
２６，２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃ，２６Ｄ　第２記憶装置
３６　通信環境測定装置
３７　ＧＰＳ
３８　照度センサ
４１，４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄ　事前登録手段
４２　認証手段
４３，４３Ｄ　スケジュール登録手段
４４，４４Ｄ　スケジュール判断手段
４５，４５Ａ，４５Ｂ，４５Ｃ，４５Ｄ　連絡可否情報決定手段
４６　連絡可否情報送信手段
５１，５１Ｄ　認証要求手段
５２，５２Ｄ　スケジュール登録手段
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５３，５３Ｃ　連絡可否情報表示要求手段
５４　連絡可否情報表示手段
５５　通信環境測定手段
５６　スペック送信手段
５７　周辺環境測定手段
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